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光化学スモッグにご注意ください
　光化学スモッグ注意報・警報は、市
ホームページや防災無線、公共施設の
掲示などでお知らせしています。注意
報・警報が出たときは外出を控え、目や
喉が痛くなったら、すぐに洗眼、うがい
をしましょう。
　また光化学スモッグの発生を抑えるた
め、できるだけ自動車の使用は控え、自
転車・バス・電車を利用しましょう。
環境政策課☎内線2523
運転免許証を自主返納した方へ
　市では、住民基本台帳に記載のある
70歳以上の方が運転免許証を自主返納
した場合に、住民基本台帳カードを無料
（通常500円）で交付します。同カードは、
本人確認書類として使用できます。
4月1日以降に発行された運転免許証

の取消通知書（発行6カ月以内のもの）・
本人確認書類2点（穴の開いた運転免許
証を除く）を持参し市民課（市役所1階）ま
たは市政窓口へ
同課☎内線2326

※カードのお渡しには日数がかかります。
5月は赤十字会員（社員）増強運動
月間－事業資金にご協力を－
　運動期間中、各町会・自治会の方が
ご家庭を訪問しますので、募金にご協力
ください。募金は、国際救援活動、災害
救援、献血事業、医療活動、福祉施設
の運営など、赤十字が行う人道的活動に
大切に活用されます。募金委員会事務
局でも募金を受け付けています。
三鷹市募金委員会事務局（福祉会館

内）☎46-1108
京王線連続立体交差化等事業に関
する縦覧と説明会
　京王線（笹塚駅～つつじヶ丘駅間）の
連続立体交差化・複々線化事業の「都
市計画案」・「環境影響評価準備書」の
縦覧と説明会を行います。
◆縦覧
5月9日㈪～6月8日㈬の平日午前9時～

午後5時（閲覧は各施設の開館時間内）
都市計画案=東京都都市計画課(都庁

第二本庁舎21階)、環境影響評価準備
書=東京都都市計画課、三鷹市環境政
策課（市役所第二庁舎2階）
※環境影響評価準備書は、三鷹市相談・

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

１.行事・事業名（希望日・コー
ス・回）

２.郵便番号・住所
３.氏名（ふりがな）
４.年齢（学年）
５.連絡先（電話番号・ ファク
ス番号、メールアドレス）

６.そのほか必要事項（保育希
望の有無など）

申し込み記入例
記号の意味記号の意味

主催者
対象・定員
日時・期間
場所・会場
費用

   （記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり

固定資産税・都市計画税の納税通
知書を発送します
　平成23年度の土地・家屋・償却資産
の納税通知書を5月2日㈪に発送します。
内容を確認のうえ、納期限までに納付し
てください。また、課税明細書は、証明
書の申請や平成23年度分の所得税確定
申告書作成の参考資料としてもご利用く
ださい。
資産税課☎内線2363
臨時納税相談窓口を開設します
　平日の夜間、土・日曜日に臨時納税相
談窓口を開設します。また同日程で電話
相談も行います。
5月12日㈭～22日㈰の平日午後5時～7

時30分、土・日曜日午前9時～午後5時
保険課（市役所1階9番窓口）・納税課

（市役所2階25番窓口）
※庁舎南側スロープ下の地下1階警備室
前からお入りください。
◆相談・当日納付（納入）できる税目
　市民税・都民税（普通徴収・特別徴
収）、固定資産税（償却資産分含む）・都
市計画税、軽自動車税、法人市民税、国
民健康保険税、後期高齢者医療保険料
納税課☎内線2422

※市職員と偽った電話や訪問が発生し
ています。職員は訪問時に顔写真付き
の「徴税吏員証」を携帯しています。不
審な場合は納税課へご連絡ください。
軽自動車税の減免申請は5月24
日㈫まで
　減免対象など、くわしくは納税通知
書に同封した「お知らせ」をご確認くださ
い。納税通知書は5月2日㈪に発送します。
届かない場合は早めにご連絡ください。
期限を過ぎると減免を受けられませんの
でご注意ください。
市民税課☎内線2355

5月31日㈫は固定資産税・軽自動
車税の納期です
　納期内納付にご協力ください。市税を
未納のままにすると延滞金が加算されま
す。特別な事情で納付が困難な場合に
は納税課（市役所2階25番窓口）へご相
談ください。
　納税には、便利な口座振替のほか、
金融機関やコンビニエンスストア、ぺイ
ジー・マーク付きATMでのお支払いもご
利用ください。
同課☎内線2413

国民年金の付加年金をご存じです
か？
　月額保険料15,020円に付加保険料
400円を加えて納めると、200円×納付月
数が毎年、付加年金として老齢基礎年
金に上乗せされます。加入、脱退はい
つでもできます。なお、第3号被保険者、
免除該当者、国民年金基金加入者など
の方は利用できません。
年金手帳を持参し市民課（市役所1階

3番窓口）または市政窓口へ
同課☎内線2394

認可保育所の設置運営事業者が
決定しました
　中央保育園仮設園舎跡地（上連雀
6-25-31）に、認可保育所を設置運営す
る事業者が決定しました。
◆決定事業者　社会福祉法人楽山会
（大沢4-8-8）
◆開設予定日　平成24年4月1日
子ども育成課☎内線2735

情報センター、東部市政窓口、新川中原
コミュニティセンターでも閲覧できます。
◆説明会
5月25日㈬午後7時～9時（6時30分開

場）=調布市立第八中、他の日程は市の
ホームページをご覧ください。
※自家用車での来場はご遠慮ください。
◆ご意見のある方の意見書の提出
5月9日㈪～6月22日㈬（必着）に必要事

項（上記参照）と「都市計画案」は都市計
画案の名称と意見、「環境影響評価準
備書」は準備書の名称と環境保全の見
地からの意見を記入し、持参または郵送
で「〒163-8001新宿区西新宿2-8-1東京
都都市計画課」へ
※3月7日～4月20日に提出された意見書
は有効です（再提出不要）。
東京都交通企画課☎03-5388-3284、

三鷹市環境政策課☎内線2525（環境影
響評価準備書のみ）
町会・自治会の活動を応援します!
◆町会等自治組織助成金（基礎交付金）
　世帯割額は一世帯当たり200円、均等
割額は世帯数により8,000円～17,000円
を交付します。
5月27日㈮までに交付申請書と平成22
年度事業実績報告書（22年度に助成金
を受けていない団体は不要）をコミュニテ
ィ文化課（第二庁舎2階）へ
※平成22年度助成金交付団体には、関
係書類を5月上旬に郵送する予定です。
◆がんばる地域応援プロジェクト（地域自
治組織活性化事業）
　地域の課題解決、地域の特性を生か
した住民相互の交流、他団体・市民など
との連携、地域の活力を生み出す活動に
取り組む事業などに、事業経費の3分の
2相当（上限10万円、事業経費が7万円以
下の場合は全額助成、継続事業の場合
は初年度助成額の2分の1）を助成します。
町会・自治会、管理組合、商店会な

どの地域自治組織
7月1日㈮までに所定の申請書類をコミ

ュニティ文化課（第二庁舎2階）へ
※7月中旬にヒアリング形式の審査会（事
業概要の紹介と質疑）を開催します。
◆地区公会堂を利用してみませんか
　市内32カ所の地区公会堂は、地域の
みなさんの身近な交流の場として無料で
利用できます。管理運営は、各地域の
町会・自治会が行っています。
在勤・在学を含む市民で構成する団体
同課☎内線2516へ

電話相談と対面相談で、地上デジタル放送についてのご相談にお答えします

いずれも月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前8時30分～午後5時30分

対面相談（7月29日㈮まで） 三鷹産業プラザ2階㈱まちづくり三鷹

電話相談 同サポートセンター☎40－9755

三鷹市地デジ・電話サポートセンター
をご利用ください

●一般寄付
カトリック調布教会 50,000円
三鷹市リサイクル市民工房 17,300円
の崎Ｈ・Ｙ（3件） 6,000円
根道　一男 2,000円
匿名（5件） 111,451円

●一円硬貨募金
新川中原コミュニティセンター 16,838円
野崎長寿会（2件） 9,612円
下連雀寿楽会 5,901円
大沢松寿会 4,420円
四ツ葉ときわクラブ 3,781円
深明会 1,574円
高山　千代子 1,225円
下連雀羽衣会 1,213円
中原三葉会 778円

いきいきコーラス 774円
三鷹市赤十字奉仕団 761円
上二親交クラブ 284円
佐々木　球音 251円
三鷹駅前市政窓口 52円
匿名（3件） 12,652円

●福祉基金
NPO法人アンリミテッド知的障害者支援の会
 10,000円

●ボランティア基金
馬場　忠雄 10,000円
渡辺　英祐 7,500円
三鷹トリム体操クラブ 6,203円
大沢ボランティアコーナー 2,658円
丸山　幸子 1,000円

（敬称略）

三鷹市社会福祉協議会への寄付（3月）


